
学校感染症等に係る登校・登園に関する意見書

氏 名 （男・女）

生年月日 平成 年 月 日

□ 下記の疾患に罹患したため、学校保健安全法施行規則にもとづき療養を指示していましたが、感染

のおそれがきわめて少なくなったので、 月 日以降の登校・登園が可能であると判断しまし

た．

第 1 種感染症 □（ ）[治癒]

第 2 種感染症 □ インフルエンザ（A 型・B 型）[ 解熱後 2 日経過 ]

□ 麻しん[ 解熱後 3 日経過 ] □ 水痘[ すべての発疹の痂皮化 ]

□ 風しん[ 発疹消失 ] □ 流行性耳下腺炎 [ 耳下腺の腫脹消失 ]

□ 咽頭結膜熱[ 主要症状消褪後 2 日経過 ] □ 百日咳[ 特有の咳消失 ]

□ 結核[ 感染のおそれなし ]

第 3 種感染症 [ 感染のおそれなし ]

□ 腸管出血性大腸菌感染症
(*†)

□ 流行性角結膜炎 □ 急性出血性結膜炎

□ コレラ □ 細菌性赤痢 □ 腸チフス □ パラチフス

(*†)
便の細菌培養において 2 回 陰性が確認されたものとするのが一般的である．

◆ 第 3 種その他の感染症[ ① ～ ④ は、出席停止により感染拡大防止効果があるもの ]

□ ① A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎（溶連菌感染症）

□ ② アデノウイルス感染症

□ ③ 感染性胃腸炎（ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルスなどによるもの）

□ ④ 急性細気管支炎（主として RS ウイルス感染によると考えられるもの）

[ その他、個人の療養効果を重視した感染症 ]

マイコプラズマ感染症・異型肺炎・単純ヘルペス歯肉口内炎・帯状疱疹・（ ）

--------------------------------------------------------------------------------------------

□ いまだ病名の確定には至っていませんが、下記のような病状から「感染のおそれなし」と判断でき

ず、現時点での登校・登園は不適切であると判断します．

血液・粘液を含む便 この 24 時間以内に複数回の嘔吐 原因不明の発しん

よだれを伴う口内痛・口内炎 発熱・脱水などの全身症状と持続する原因不明の腹痛

がんこな咳嗽 唾液腺の腫大

□ その他の意見：

平成 年 月 日

医療機関名：

診察医師（診察した医師に限る）：

― 大阪府医師会学校医部会作成（2009_ver.1.0）―



表 1．学校において予防すべき感染症（「学校感染症」）

種 別 疾 患 名

第 1 種

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群（病原体が SARS コロナウイルスによる

ものに限る）、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、

鳥インフルエンザ（H5N1）
（*１）

、新型インフルエンザ等感染症
（*１）

、新感染症、指定感染症

第 2 種 インフルエンザ、百日咳、麻しん
(*２)

、流行性耳下腺炎、風しん
(*２)

、水痘、咽頭結膜熱、結核

第 3 種
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症

(*３)
、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性

結膜炎、その他の感染症

注： （＊１）
2008 年 5 月 12 日改正施行

（＊２）
麻しん・風しんは 2008 年 1 月 1 日から「全数把握疾患」に変更されている．

届出基準に従って規定の様式で、届けることになっている．また、麻しんについては、可能な限り

24 時間以内に届けることとされている．個々の対応については「保育所・幼稚園・学校等における麻

しん対応ガイドライン 第二版」（参考文献４-[＊]）を参照されたい．

（＊3）
第 3 種感染症 腸管出血性大腸菌感染症について

厚生労働省は、24 時間以上の間隔をおいた連続 2 回（抗菌剤を投与した場合は、服薬中と服薬中

止後 48 時間以上経過した時点の連続 2 回）の検便によって、いずれも菌が検出されなければ、菌陰性

が確認されたものとしているが、培養にて菌陽性であっても、急性期症状がなく（消失し）健康保菌者

と考えられる（に至った）場合には登校登園は可能であると考えられる．

１） 表１．に示した学校感染症とその出席停止期間は、あくまで「めやす」であって、病状をはじめとする諸条件によ

って、必ずしも一様のものではなく、ことに期間にあっては診断医師の判断（裁量）によって長短が生じうるもの

である．他人に感染させる可能性が低くなることを「めやす」としているのであり、医学的に病原体の排泄がなく

なることを指しているのではない．

２） 第 3 種および第 3 種その他の感染症についても １）と同様に考えられるべきものであるが、その対応は保育所、

幼稚園、小学校低学年～高学年およびそれ以上の年齢的特性を考慮して判断されるべきところが大きい．

３） 学校保健安全法施行規則に定められた出席停止の期間の基準は、望ましい学校環境を維持する要件として、(1)感染

症患者が病原体を多量に排泄している期間は「人から人へ容易に感染する程度の期間」と考え、(2)健康な状態で教

育を受けさせることができること との認識にもとづいて設定されたものである．

４） 3) の観点から、「第 1 種」は感染症法のうちの「一類」「二類」感染症、「第 2 種」は感染症のうち飛沫感染するも

ので流行を広げる可能性が高いもの、「第 3 種」は感染症のうち学校教育活動を通じて流行を広げる可能性が高いも

のとしている．

５） 「第３種その他の感染症」については、感染防御策としての出席停止効果が「あるもの」と「ないもの」が混在し

ていることから、出席停止期間についての主治医の考え方に差が生じうる．下記の 3-(1)～(4)を参考にされたい．

表２．第 2 種疾患の、意見書の記載に当たって留意すべき参考事項と注意点：

インフルエンザ
抗ウイルス剤を内服して解熱後 48 時間経過しても 78％にウイルスが検出される．また、抗ウ

イルス剤を 5 日間内服後も 50％にウイルスが検出されるとの報告がみられる．

百日咳 感受性のある抗生物質を服用後 5 日間以上経過すると菌がほぼ消失するとされている．

麻しん 発疹出現後 5 日間はウイルスが検出される．

風しん 発疹消失後 7 日間はウイルスが検出される．

流行性耳下腺炎
耳下腺のみならず他の唾液腺が腫脹することもある．腫脹消失後３日以降はウイルスは検出され

ないとされている．



水痘 水疱の出現後 7 日間はウイルスが検出される．

咽頭結膜熱 年余にわたってアデノウイルスの持続感染が成立することがある．

表３．「第 3 種その他の感染症」の例とその考え方

３－（１）休校・休園による感染拡大防止効果が認められる疾患

溶連菌感染症 感受性のある抗生物質投与後 24 時間以上経過していること．

A 型肝炎
発症後もしくは黄疸出現後 1 週以上を経過

して自覚症状が軽微であること．

B 型、C 型肝炎の無症候性キャリアは休校・

休園措置を要さない．

感染性胃腸炎
下痢（水様下痢・粘血便）・嘔吐から回復し、

全身状態良好で脱水症状を認めないこと．

主としてノロウイルスによる（と考えられ

る）ものであるが、季節性を考慮すること．

腸管感染 感染性胃腸炎に準ずる
アデノウイルス感染症

気道感染 咽頭結膜熱に準ずる

RS ウイルス感染症
重篤な呼吸器症状が消失し、全身状態が良

好であること．

＊ことに 0 歳児を扱う保育所にあっては、

出席停止措置をとるべきである．

＊RS ウイルスの排泄期間は、2～3 か月の

長期に及ぶとの報告もある．

３－（２）休校・休園による感染拡大防止効果が認められないが、個人の療養効果を重視して出席停止措置を考慮すべ

き疾患で、登校・登園に際しては下記の条件を満たすことが望ましい．

マイコプラズマ感染症
著しい発熱や咳嗽がなく、全身状態が良好であること（病原体の排泄は４週～８週と長期

にわたる）．

手足口病 著しい発熱がなく、摂食が可能であって、全身状態が良好であること．

ヘルパンギーナ 摂食が可能であって、全身状態が良好であること．

突発性発疹症 機嫌が良く全身状態が良好であること．

帯状疱疹 疼痛が著しくなく、全身症状があっても軽微であるもの．

単純ヘルペス歯肉口内炎 よだれが止まり摂食が可能であって、全身状態が良好であること．

３－（３）画一的な休校・休園措置を要さない疾患だが、登校・登園に際しては下記の条件を満たすことが望ましい．

伝染性紅斑 全身状態に異常を認めないこと．

伝染性膿痂疹 皮疹が乾燥しているか、湿潤部位が被覆出来る程度のものであること（皮疹・痂皮が湿潤

している間は接触による感染力が認められる）．

頭じらみ 治療を開始していること．

３－（４）確定診断に至っていないが休校・休園すべき病態（感染拡大防止効果の有無も判定できない病態）と疾患例

病 態 鑑別を要する疾患の代表例（感染症に限らず）

１． 便が血液または粘液を含んでいるとき 感染性胃腸炎、急性腸炎、腸重積

２． 24 時間以内に 2 回以上の嘔吐を認めるとき 感染性胃腸炎、急性腸炎、腸重積、髄膜炎

３．
発熱または（および）不明の発疹や眼脂を認める

とき

麻しん、風しん、突発性発疹症、咽頭結膜熱、マイコプラズマ感

染、髄膜炎、アデノウイルス感染

４．
よだれを伴う口内痛の原因が「感染性でない」と

確定されていないとき
ヘルパンギーナ、手足口病、単純ヘルペスウイルス歯肉口内炎



５．
発熱・脱水をはじめとする全身症状を伴う、持続

的または間歇的腹痛を認めるとき
感染性胃腸炎、急性腸炎、腸重積、急性虫垂炎

６． がんこな咳嗽・呼吸状態が不安定であるとき
百日咳、マイコプラズマ感染、結核、RS ウイルス感染、気管支

喘息

７． 唾液腺の腫大 流行性耳下腺炎、反復性耳下腺炎、（その他の）唾液腺炎

注：（１）鑑別に重要として例示した疾患は、必ずしも感染症法・学校保健安全法に規定された感染症に限らず、また記載された疾患だけに

とどまらないことに留意されたい．

（２）２００７年４月１日から、法第１４条第１項に規定する厚生労働省令で定める疑似症として、以下の病態を有するものが定点報告

の対象となっている（感染症法に規定する感染症によるものでないこと）．

１．摂氏３８度以上の発熱及び呼吸器症状（明らかな外傷又は器質的疾患に起因するものを除く）

２．発熱及び発しん又は水疱
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